
徳
島
県
告
示
第
六
百
二
号

徳
島
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
五
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ

り
、
令
和
七
年
度
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

試
験
の
日
時

１

学
科
試
験
及
び
鑑
別
試
験

令
和
八
年
一
月
二
十
九
日
（
木
曜
日
）
午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら

２

実
技
試
験
（
鑑
別
試
験
を
除
く
。
）

令
和
八
年
一
月
二
十
九
日
（
木
曜
日
）
午
前
十
時
十
分
か
ら
（
第
一
グ
ル
ー
プ
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
（
第
二
グ
ル
ー
プ
）

午
後
二
時
三
十
分
か
ら
（
第
三
グ
ル
ー
プ
）

二

試
験
の
場
所

板
野
郡
藍
住
町
奥
野
字
矢
上
前
三
二
―
一

藍
住
町
総
合
文
化
ホ
ー
ル

三

受
験
願
書
の
提
出
先

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
生
活
環
境
部
安
全
衛
生
課
内

一
般
社
団
法
人
徳
島
県
食

品
衛
生
協
会

四

受
験
願
書
の
受
付
期
間

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
（
月
曜
日
）
か
ら
令
和
八
年
一
月
十
五
日
（
木
曜
日
）
ま
で
（
徳
島
県

の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く

。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
同
月
十
五
日
ま
で
の
消
印
が
あ
れ
ば
受
け
付
け
る
。

五

受
験
願
書
の
添
付
書
類

写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
正
面
か
ら
撮
影
し
た
無
帽
か
つ
無
背
景
の
上
半
身
像
で
、
縦
三
・
○
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日

を
記
入
し
た
も
の
に
限
る
。
）

六

受
験
手
数
料

一
万
五
千
円
（
そ
の
額
に
相
当
す
る
額
の
徳
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
付
す
る
こ
と
。
）

七

受
験
願
書
の
用
紙
の
請
求
先

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
生
活
環
境
部
安
全
衛
生
課
内

一
般
社
団
法
人
徳
島
県
食

品
衛
生
協
会

八

そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
徳
島
県
生
活
環
境
部
安
全
衛
生
課
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―

二
二
二
九
）
又
は
一
般
社
団
法
人
徳
島
県
食
品
衛
生
協
会
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
二
一
九
）
へ

す
る
こ
と
。


